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平成２５年第３回紀の川市議会定例会 第１日         平成２５年 ８月３０日（金曜日）  開 議 午前 ９時２９分                          散 会 午前１０時５９分     ——————————————————————————————————————— ◎議事日程（第１号）  日程第１  会議録署名議員の指名  日程第２  会期の決定  日程第３  諸般の報告  日程第４  行政報告  日程第５  報告第  ７号 専決処分の承認を求めることについて（和歌山県市町村                総合事務組会規約の変更）        諮問第  ６号 人権擁護委員候補者の推薦について        議案第 ７３号 平成２４年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ                いて        議案第 ７４号 平成２４年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計                歳入歳出決算の認定について        議案第 ７５号 平成２４年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出決                算の認定について        議案第 ７６号 平成２４年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳                入歳出決算の認定について        議案第 ７７号 平成２４年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特                別会計歳入歳出決算の認定について        議案第 ７８号 平成２４年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出                決算の認定について        議案第 ７９号 平成２４年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳                出決算の認定について        議案第 ８０号 平成２４年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出                決算の認定について        議案第 ８１号 平成２４年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別                会計歳入歳出決算の認定について        議案第 ８２号 平成２４年度紀の川市農業集落排水事業特別会計歳入歳                出決算の認定について        議案第 ８３号 平成２４年度紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決                算の認定について        議案第 ８４号 平成２４年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出決算 
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               の認定について        議案第 ８５号 平成２４年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出決算                の認定について        議案第 ８６号 平成２４年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出                決算の認定について        議案第 ８７号 平成２４年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出決算                の認定について        議案第 ８８号 平成２４年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出                決算の認定について        議案第 ８９号 平成２４年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出決算                の認定について        議案第 ９０号 平成２４紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出決算の認                定について        議案第 ９１号 平成２４年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別                会計歳入歳出決算の認定について        議案第 ９２号 平成２４年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出決算                の認定について        議案第 ９３号 平成２４年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出決算                の認定について        議案第 ９４号 平成２４年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算                の認定について        議案第 ９５号 平成２４年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰                余金の処分及び決算の認定について        議案第 ９６号 平成２４年度紀の川市工業用水道事業会計における工業                用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について        議案第 ９７号 平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）につ                いて        議案第 ９８号 平成２５年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計                補正予算（第１号）について        議案第 ９９号 平成２５年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補                正予算（第１号）について        議案第１００号 平成２５年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特                別会計補正予算（第１号）について        議案第１０１号 平成２５年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算                （第１号）について        議案第１０２号 平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予 
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               算（第１号）について        議案第１０３号 平成２５年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算                （第１号）について        議案第１０４号 平成２５年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別                会計補正予算（第１号）について        議案第１０５号 平成２５年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予                算（第１号）について        議案第１０６号 平成２５年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算                （第１号）について        議案第１０７号 平成２５年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１０８号 平成２５年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１０９号 平成２５年度紀の川市長田竜門財産区特別会計補正予算                （第１号）について        議案第１１０号 平成２５年度紀の川市竜門財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１１１号 平成２５年度紀の川市南北志野財産区特別会計補正予算                （第１号）について        議案第１１２号 平成２５年度紀の川市飯盛財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１１３号 平成２５年度紀の川市静川財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１１４号 平成２５年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別                会計補正予算（第１号）について        議案第１１５号 平成２５年度紀の川市調月財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１１６号 平成２５年度紀の川市丸栖財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１１７号 平成２５年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第                １号）について        議案第１１８号 平成２５年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）                について        議案第１１９号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第                １号）について     ——————————————————————————————————————— 
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◎本日の会議に付した事件  議事日程（第１号）のとおり     ——————————————————————————————————————— ○出席議員（２３名）   １番 榎 本 喜 之   ２番 室 谷 伊 則   ４番 川 原 一 泰   ５番 吉 田 隆三郎   ６番 阪 中   晃   ７番 松 本 哲 茂   ８番 上 野   健   ９番 杉 原   勲  １０番 高 田 英 亮  １１番 寺 西 健 次  １２番 堂 脇 光 弘  １３番 田 代 範 義  １４番 石 井   仁  １５番 森 田 幾 久  １６番 井 沼 武 彦  １７番 今 西 敏 文  １８番 竹 村 広 明  １９番 岡 田   勉  ２０番 坂 本 康 隆  ２１番 大 森 道 夫  ２２番 亀 岡 雅 文  ２３番 村 垣 正 造  ２４番 西 川 泰 弘     ——————————————————————————————————————— ○欠席議員（１名）   ３番 原   延 治     ——————————————————————————————————————— ○説明のために出席した者の職氏名   市  長     中 村 愼 司    副市長      田 村   武   市長公室長    林   信 良    企画部長     橋 口   順   総務部長     竹 中 俊 和    市民部長     北 林 佳 髙   地域振興部長   吉 田   靖    保健福祉部長   服 部 恒 幸   農林商工部長   歌   英 樹    建設部長     尾 崎 好 民   国体対策局長   畑 野 孝 典    会計管理者    武 田 雅 明   水道部長     上     始    農業委員会事務局長  立 具 秀 敏   教育長      松 下   裕    教育部長     西 田 好 宏   総務部財政課長  森 本 浩 行    代表監査委員   片 山 義 孝   選挙管理委員会委員長  松 浦 良 彦     ——————————————————————————————————————— ○議会事務局職員   事務局長     永 田 博 敏    次長兼議事調査課長  藤 井 節 子   議事調査課課長補佐  岩 本 充 晃    議事調査課係長  田 中 啓 吾     ——————————————————————————————————————— 
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（開会 午前 ９時２９分） ○議長（西川泰弘君） おはようございます。  残暑厳しい折、議員各位には平成２５年第３回紀の川市議会定例会に出席いただき、厚くお礼申し上げます。  本定例会には、平成２４年度決算認定や平成２５年度各会計補正予算等多数上程されており、また本日、一部採決もお願いしたいと思います。議員各位の御協力のもと、円滑な議会運営に努めますので、よろしくお願い申し上げます。  また、本日の会議には、松浦良彦選挙管理委員会委員長と片山義孝代表監査委員にも出席いただいております。  なお、３番 原 延治議員より病気療養のため、本定例会中の会議を欠席したい旨の届け出がありましたので、御報告いたします。  それでは、地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、これより平成２５年第３回紀の川市議会定例会を開会いたします。  議事に入ります。  議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 ————————————————————————————————————————————————  日程第１ 会議録署名議員の指名 ———————————————————————————————————————————————— ○議長（西川泰弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録の署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１８番 竹村広明君、１９番 岡田 勉君を指名いたします。 ————————————————————————————————————————————————  日程第２ 会期の決定 ———————————————————————————————————————————————— ○議長（西川泰弘君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  本定例会の会期につきましては、去る８月２０日議会運営委員会を開催していただき、議会運営について御協議をいただいております。  お諮りいたします。  本定例会の会期は、お手元に配付している予定表のとおり、本日から９月２７日までの２９日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」という者あり〕 ○議長（西川泰弘君） 異議なしと認めます。  したがって、本定例会の会期は、本日から９月２７日までの２９日間とすることに決しました。 ———————————————————————————————————————————————— 
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 日程第３ 諸般の報告 ———————————————————————————————————————————————— ○議長（西川泰弘君） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。  報告１、市長より、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分を行ったとの報告が、同条第２項の規定によりありました。  また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第２２条の規定により、平成２４年度紀の川市健全化判断比率及び資金不足比率報告書の提出があり、お手元に配付しておりますので、御確認願います。  また、監査委員からの例月出納検査結果報告や陳情、その他の報告についても、書面をお手元に配付しておりますので、報告にかえ、御了承賜りたいと思います。  以上で、諸般の報告を終わります。 ————————————————————————————————————————————————  日程第４ 行政報告 ———————————————————————————————————————————————— ○議長（西川泰弘君） 日程第４、行政報告を行います。  選挙管理委員会委員長より行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。  選挙管理委員会委員長 松浦良彦君。 ○選挙管理委員会委員長（松浦良彦君）（登壇） 紀の川市選挙管理委員長の松浦でございます。  平成２５年７月２１日執行、参議院議員通常選挙に係る紀の川市第３期日前投票所において、選挙区の投票用紙と比例代表の投票用紙を９１名の有権者の方々に誤って交付したことにつきまして、議会の皆様にも多大な御迷惑をおかけしたことを、まず心からおわびを申し上げます。  厳正かつ適正に選挙が執行されることは当然のことであり、今回のような人為的なミスにより選挙に対する信用を失墜させてしまったことは、あってはならないことであったと、選挙管理委員会一同、重く受けとめているところでございます。  今後、二度と同じ過ち犯さないよう原因を検証をしました結果、次回の選挙より、次の５点について改善し、実施してまいります。  一つ、期日前投票事務における投票管理者への事務説明会を実施いたします。  二つ目、事務従事者には、事前に投票管理者から事務内容の説明を行います。  三つ目、マニュアル及び手引きの見直しを行います。  四つ目、複数の従事者での確認を徹底するようチェックリストを充実させるとともに、提出を義務づけます。  第５番目、投票所の設営を再度点検し、来場者が投票しやすく、わかりやすい環境を整備いたします。  以上、５点のほかにも、今後引き続き検討し、あらゆる手段を講じる所存でございます。 
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 ことし１１月には、市民の皆様にとって最も身近で関心が高い市長選挙及び市議会議員一般選挙が予定されています。適正・正確に選挙が執行されるよう選挙管理委員会一同、初心に返り、気を引き締めて取り組む所存でございます。  最後に、重ねて、今回の誤交付により御迷惑をおかけしましたことをおわびし、以上で報告を終わらせていただきます。 ○議長（西川泰弘君） 以上で、行政報告を終わります。 ————————————————————————————————————————————————  日程第５ 報告第  ７号 専決処分の承認を求めることについて（和歌山県市町村               総合事務組会規約の変更） から       議案第１１９号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第               １号）について まで ———————————————————————————————————————————————— ○議長（西川泰弘君） 続きまして、日程第５、報告第７号 専決処分の承認を求めることについて（和歌山県市町村総合事務組合規約の変更）についてから、議案第１１９号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）までの４９件を一括議題といたします。  提出者に提案理由の説明を求めます。  市長 中村愼司君。 ○市長（中村愼司君）（登壇） おはようございます。  平成２５年第３回紀の川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何かと御多用にもかかわりませず御参集をいただき、厚くお礼申し上げます。  さきの参議院議員通常選挙の期日前投票において、有権者９１名の方々に投票用紙を誤って交付したことについて、議会の皆様にも大変御迷惑おかけしたことを心からおわび申し上げます。  先ほど、選挙管理委員長からお話がありましたとおり、徹底的に事務を見直し、再発防止、また信頼回復に努めてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。  さて、ことしの夏は、全国各地で猛暑となり、先日西日本を中心に豪雨があったものの、いまだに厳しい残暑が続いております。そのような農作物が悲鳴を上げる状況が続く中で、紀の川市では８月１５日に干ばつ対策本部を設置し、急遽市内２５カ所に揚水所を設置しました。  また一方で、中国地方などでは、「これまでに経験したことのなような大雨」と表現されるような、とてつもない量の雨が降り、甚大な被害が出ております。  このように、コントロールできない自然の力を前に、改めて畏怖の念を抱かざるを得ません。  季節は、暦どおり秋に向かっております。大雨やゲリラ豪雨という異常気象に加え、台風の接近が心配される秋雨の時期を迎えております。 
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 さて、先日、８月２５日には、議員の皆さん方にも御出席をいただき、紀の川市防災総合訓練を実施いたしました。御協力をいただき、ありがとうございます。今後も、なお一層市民の皆様と連携を図り、防災・減災に努めてまいりたいと考えておりますと同時に、この新庁舎を拠点として、全庁挙げて安全・安心の確保に取り組んでまいります。  これからも、議員各位並びに市民の皆様の御指導・御鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。  それでは、今定例会に御提案いたしました諸議案について、概要説明をさせていただきます。  議案は、専決処分に係る報告議案、１議案、諮問、１議案、平成２４年度決算の認定議案、２４議案、２５年度各会計補正予算に係る議案は、２３議案の計４９議案であります。  その概要を申し上げます。  報告第７号 専決処分の承認を求めることについては、平成２５年８月１日から和歌山県市町村総合事務組合に紀南環境広域施設組合を加入させることに伴い、規約変更について関係地方公共団体の協議を経る必要が生じたが、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしたものでございます。  諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦については、紀の川市人権擁護委員のうち、１名が平成２５年１２月３１日に任期満了となるため、河原詔子君を推薦いたしたく、人権擁護委員法６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。  議案第７３号 平成２４年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第９６号 平成２４年度紀の川市工業用水道事業会計における工業用水道事業剰余金の処分及び決算認定についてまでの２４議案は、平成２４年度各会計決算について、地方自治法第２３３条第３項並びに地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付するものであります。  議案第９７号 平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）についてから、議案第１１９号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの２３議案については、決算繰越額並びに事業執行における過不足額の調整による補正であります。  以上、議案の概要説明を申し上げましたが、引き続き担当部長から詳細説明をいたしますので、御審議の上、御承認、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（西川泰弘君） 続いて、補足説明を求めます。  報告第７号 総務部長 竹中俊和君。 ○総務部長（竹中俊和君）（登壇） 改めまして、おはようございます。 議案書の１ページをごらんいただきたいと思います。  報告第７号 専決処分の承認を求めることについて。  次のページの専決処分書をお願いいたします。 
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 地方自治法第１７９条第１項の規定により、和歌山県市町村総合事務組合規約の一部変更について、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、御承認を求めるものでございます。  平成２５年８月１日から、和歌山県市町村総合事務組合に紀南環境広域施設組合を加入させることに伴い、規約変更について関係地方公共団体の協議を経る必要が生じましたが、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分をしたものでございます。  なお、紀南環境広域施設組合は、田辺市など２市８町で構成する廃棄物最終処分施設で、この８月１日から設立されました一部事務組合です。御承認をよろしくお願いいたします。  ５２ページから５５ページにかけまして、組合規約の新旧対照表を添付しておりますので、御高覧ください。  以上です。 ○議長（西川泰弘君） 諮問第６号。  市民部長 北林佳髙君。 ○市民部長（北林佳髙君）（登壇） おはようございます。  それでは、私のほうから、諮問第６号の人権擁護委員候補者の推薦について、御説明させていただきます。  議案書４ページをお願いいたします。  今回、人権擁護委員１名が、来る平成２５年１２月３１日をもって任期満了となるため、人権擁護委員の候補者として推薦をいたしたく諮問するもので、人権擁護委員法の規定により、市町村長はその市町村議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないと定められており、これにより議会の意見を求めるものでございます。  住所、紀の川市東川原３番地、氏名、河原詔子。生年月日、昭和１９年５月７日生まれ、６９歳。再任でございます。  なお、任期につきましては、法務大臣が委嘱した日から３年となっています。  以上、よろしくお願いいたします。  なお、略歴等につきましては、議案書５６ページに資料として添付してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。  以上で、諮問第６号の説明を終わります。 ○議長（西川泰弘君） 議案第７３号から議案第９４号。  会計管理者 武田雅明君。 ○会計管理者（武田雅明君）（登壇） 改めて、おはようございます。  それでは、私のほうから、議案書の５ページ、議案第７３号 平成２４年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案書の２６ページ、議案第９４号 平成２４年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの２２議案について、一括して提案説明をさせていただきます。 
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 平成２４年度紀の川市各会計の歳入歳出決算については、去る８月５日から８月８日までの間に行われた監査委員による決算審査を受け、地方自治法第２３３条第３項に規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものであります。  それでは、逐次会計ごとに御説明をさせていただきたいと思いますが、会計数が多くございますので、平成２４年度紀の川市一般会計歳入歳出決算及び平成２４年度紀の川市特別会計、公営企業会計歳入歳出決算にあわせて、添付させていただいております平成２４年度決算主要施策の成果その他の報告により御説明をさせていただきたいと思います。  決算主要施策の成果、その他の報告書のまず１ページ、２ページをお開きいただきたいと思います。  では、平成２４年度会計別決算の主要の状況をごらんいただきたいと思います。  一般会計では、歳入総額３３４億５，３１６万５，８７２円、歳出総額３２４億１，９２８万３，２２２円、歳入歳出差し引き額１０億３，３８８万２，６５０円であります。  また、平成２５年度へ繰り越しした事業に充当する財源４億８，５５３万５，０００円を差し引いた実質収支は、５億４，８３４万７，６５０円となっております。  また、住宅新築資金等貸付事業特別会計から、平池財産区特別会計までの２１の特別会計についても、実質収支が黒字であります。金額については、省略をさせていただきたいと思います。後ほど御高覧のほど、よろしくお願いいたします。  続きまして、３ページ、４ページの平成２４年度会計別歳入歳出決算の状況をごらんいただきたいと思います。  一般会計の歳入でありますが、予算現額と歳入決算額を対比する収入率は９６．３％となっております。これは、繰り越し事業に充当する国庫支出金、市債等を翌年度に繰り越しになったため、影響してございます。  一方、支出では、予算現額と支出決算額を対比する執行率については、厳しい財政状況を踏まえた中で、各費目とも適切な予算執行に努めたことや、１２の事業が２５年度に繰り越ししたため、９３．３となっております。  続きまして、５ページの地方債の状況をごらんいただきたいと思います。  一般会計では、２４年度の発行額が４９億６，２１０万円に対し、償還額が４１億３，３７９万４，０００円となっております。実質８億２，８３０万６，０００円の増加し、平成２４年度末現在高が３５１億３０９万円となっております。なお、平成２４年度に借り入れ分は、全てが普通交付税の算入される起債であり、後年度においても普通建設事業費に充当できる合併特例債を有効に活用することで、実質償還額の軽減を図るものと考えております。  また、５ページには、特別会計の状況を記載しており、平成２４年度の発行額が、公共下水道事業特別会計で５億５，７５０万円、簡易水道事業特別会計では１億４，０１０万円であります。  続きまして、９ページから１６ページにわたりまして、普通会計の状況を記載しており
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ます。  通常、地方公共団体の財政状況は、この普通会計がベースとなります。紀の川市における普通会計では、一般会計、また住宅新築資金等貸付事業特別会計、土地取得事業特別会計の３会計で構成されております。  平成２４年度の収支等について、特徴点を御説明をさせていただきます。  平成２４年度は、新庁舎建設事業費など普通建設事業費が前年度と比較して１４億６，０６０万６，０００円の大幅な増額により、歳入総額３３４億７，１９０万９，０００円、歳出総額３２４億３，２１３万９，０００円、ともに決算額は前年度より大きく上回っております。  収支の状況につきましては、実質収支では５億５，４２３万５，０００円の黒字、単年度収支では６，１７３万円の黒字となりました。実質単年度収支では、財政調整基金から１億９，５９９万１，０００円を取り崩したことにより、赤字となりました。しかし、減債基金へ４億４，５２２万７，０００円を積み立てできたことからも、良好な決算状況であったと考えています。  続きまして、１１ページから１２ページの歳入の状況をごらんいただきたいと思います。  地方税では、個人住民税は、景気の穏やかな回復により微増となっているものの、法人税の減額や評価がえに伴う固定資産税の減額により、前年度と比較して１億９，９８４万円の減、総額６６億６，５５０万２，０００円となりました。  地方交付税では、普通交付税で公債費算入分の増加等の要因により、前年度と比較して１億１５１万円の増となっております。  繰入金では、庁舎建設基金から１億５，０００万円を繰り入れたことにより、前年度と比較して１６億４，５４５万６，０００円の増額、率にして４２７．６％の大幅な増となっております。  地方債では、庁舎建設事業債の増加があるものの、就労事業の影響により、前年度と比較して２億１，６００万円の減額となっております。  続きまして、１５ページから１６ページの歳出の状況をごらんください。  人件費では、職員の減少により、前年度と比較して１億６，８６６万４，０００円の減となっております。  扶助費では、障害福祉サービス給付費等の増加により、前年度と比較して８，９８４万２，０００円の増額、補助費等では、那賀消防組合の負担金の減少等により、前年度と比較して７億３，０８１万８，０００円の減額となりました。  公債費では、償還元金の増加により、前年度と比較して３億５，２８７万６，０００円の増加となりました。  投資的経費のうち、普通建設事業費は、新庁舎建設事業費及び市道井田中の才線道路新設改良事業費が増加したことにより、前年度と比較して１４億６，０６０万６，０００円の増加となっております。 
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 続きまして、１７ページの基金の状況をごらんください。  これは、条例に基づき設置している全会計分の基金の状況について、平成２３年度末現在高から平成２４年度末現在高までの推移について記載してございます。普通会計では、新庁舎建設基金へ１６億５，０００万円を取り崩した影響で、前年度と比較して１５億６，８４９万６，６１７円の減、全体の会計では１５億９，９７５万７，０３９円の減となっております。  以上、一般会計、普通会計を中心に、決算状況について御説明をいたしましたが、各会計の款項目ごとの決算内容については、担当課室に分け、歳入においては収納実績に関する科目の予算現額、収入済額、事業等実施内容を、また支出においては、予算現額、支出済額、事業等実施内容を２０ページ以降に記載してございます。  次に、平成２４年度健全化判断比率及び資金不足率の状況であります。これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされております。  健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、別添の平成２４年度健全化判断比率及び資金不足の報告書で説明をさせていただきます。  まず、健全化判断比率につきましては、いずれの比率においても早期健全化基準を下回ってございます。次に、資金不足比率につきましては、いずれの会計においても資金不足額が生じておりません。  最後に、本市各会計の財政は厳しい状況に置かれております。会計監査委員から提出された審査結果を真摯に受けとめ、今後さらなる健全な財政に努めてまいることを申し上げ、提案説明とさせていただきます。御審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第９５号、議案第９６号。  水道部長 上 始君。 ○水道部長（上  始君）（登壇） おはようございます。 それでは、私から議案第９５号及び議案第９６号の２議案について、御説明申し上げます。  議案書の２７ページをお開きください。  議案第９５号 平成２４年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰余金の処分及び決算の認定について、御説明申し上げます。  地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２４年度紀の川市水道事業剰余金の処分について、議会の議決を求めるものであります。また、同法第３０条第４項の規定により、平成２４年度紀の川市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。  それでは、別冊の特別会計、公営企業会計、さらには歳出決算書の２０２ページをお開きください。  ２０２ページから２０５ページまでは、消費税を含んだ収益的収入及び支出並びに資本
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的収入及び支出の款項の区分による決算額でございます。  ２０４ページの下段をごらんください。  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４億４，５５９万５，４４６円は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、消費税及び地方消費税、資本的収支調整額で補填を行っております。  次に、２０６ページをお開きください。  損益計算書は、消費税抜きで表示しております。下から３行目、当年度純利益は８，５４１万３，３９１円となり、前年度繰越利益剰余金と合わせ、当年度未処分利益剰余金は１億１，５８３万８，３１４円となりました。  当年度純利益は、前年度に比べまして６，９０８万１，４４４円の増収となりました。増収の主な要因は、西川原地区の簡易水道を包含したことにより、加入金収益があったことと、突発的な修繕工事が少なかったことによるものでございます。  次に、２０７、２０８ページをお開きください。  上段の（３）の表は、剰余金計算書でございます。下段の（４）の表が、剰余金処分計算書案で、議会の議決を求めるものでございます。先ほど御説明申し上げました当年度未処分利益剰余金１億１，５８３万８，３１４円のうち、２，０００万円を減債積立金に積み立てさせていただき、残り９，５８３万８，３１４円を繰越利益剰余金とする案でございます。  次に、２０９ページをお開きください。  水道事業の貸借対照表でございます。  １、固定資産及び２、流動資産の資産合計は、１２５億６，８４９万５，９７７円となっております。  ２１０ページをごらんください。  負債と資本の部でございます。  ３、固定負債と４、流動負債の負債合計は、２億７１８万８，７６０円でございます。５、資本金及び６、剰余金の資本合計は１２３億６，１３０万７，２１３円となり、負債資本合計は１２５億６，８４９万５，９７７円で、先ほどの資産合計と合致しております。  ２１１ページから２３５ページまでは、決算附属書類を添付してございます。決算附属書類は、事業報告書、収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書、企業債明細書について記載しておりますので、御高覧ください。  水道事業会計につきましては、以上でございます。  続きまして、議案第９６号について御説明申し上げます。  議案書の２８ページをごらんください。  議案第９６号 平成２４年度紀の川市工業用水道事業会計における工業用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について。  地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２４年度紀の川市工業用水道事業剰
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余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。また、同法第３０条第４項の規定により、平成２４年度紀の川市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。  それでは、別冊の特別会計、公営企業会計歳入歳出決算書の２３６ページをごらんください。  ２３６ページから２３９ページまでは、消費税を含んだ収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の款項の区分による決算額でございます。  ２３８ページの下段をごらんください。  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額、１，４３７万３，８０９円は、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び消費税及び地方消費税、資本的収支調整額で補填を行っております。  次に２４０ページをお開きください。  損益計算書は、消費税抜きで表示しております。下から３行目、当年度純利益は６８５万９，５４１円となり、前年度繰越利益剰余金と合わせ、当年度未処分利益剰余金は２，３６９万３，１６６円となりました。当年度純利益は、前年度に比べまして１４２万４，８１０円の増収となっております。増収の主な要因は、工業用水道の給水先が１社増加したことと、全体の使用量が増加したことによるものでございます。  次に、２４１ページ、２４２ページをお開きください。  上段の（３）のほうは、剰余金計算書でございます。下段の（４）のほうが剰余金処分計算書案で、議会の議決を求めるものでございます。先ほど御説明申し上げました当年度未処分利益剰余金２，３６９万３，１６６円のうち、１，０００万円を減債積立金に積み立てさせていただき、残り１，３６９万３，１６６円を繰越利益剰余金とする案でございます。  次に、２４３ページをお開きください。  工業用水道事業の貸借対照表でございます。  １、固定資産、２、流動資産の資産合計は、５億２，１１７万８，６０９円となっております。  ２４４ページをごらんください。  負債と資本の部でございます。  ３、固定負債と４、流動負債の負債合計は８７万９，８７３円でございます。５、資本金及び６、剰余金の資本合計は５億２，０２９万８，７３６円となり、負債資本合計は５億２，１１７万８，６０９円で、先ほどの資産合計と合致しております。  ２１１ページから２３５ページまでは、決算附属書類を添付してございます。決算附属書類は、事業報告書、収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書、企業債明細書について記載しておりますので、御高覧ください。  工業用水道事業会計につきましては、以上でございます。御審議、よろしくお願いいた
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します。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第９７号。  総務部長 竹中俊和君。 ○総務部長（竹中俊和君）（登壇） それでは、続きまして、議案書の２９ページお願いいたします。  議案第９７号 平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  別冊の予算書、平成２５年度紀の川市の一般会計補正予算（第２号）の１ページをお開き願います。  平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。  第１条第１項で、今回の補正額２億５，５０２万６，０００円を追加し、補正後の予算の総額を３３０億７７０万９，０００円とする旨規定し、第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、「歳入歳出予算補正」によるものとし、第２表では、地方債を変更する旨規定しております。  ２ページをお開き願います。  第１表、歳入では、市税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、市債等の増減をしております。  続きまして、４ページから６ページにかけましては、各費目に６月の定例会で御議決をいただきました７月からの職員給与減額分ほか人件費の減額、また事業執行上、急を要する事業について補正措置をしております。  続きまして、７ページお願いいたします。  第２表、地方債補正として、普通交付税の確定に伴いまして、臨時財政対策債の限度額を１２億７，３００万円に増額してございます。  次に、１１ページお開き願います。  まず、歳入から御説明を申し上げます。  １款、市税、２項、固定資産税１，４００万円の減額、これは主にパナソニックエナジー社和歌山工場の規模縮小に伴う償却資産の減でございます。  ４項、たばこ税２，３００万円の増額、平成２５年度から税制改正により、県たばこ税の一部が市町村たばこ税に移譲されたことによる増額です。  １０款の地方交付税１億５９６万７，０００円の増額です。本年度の普通交付税額の決定によるものです。なお、本年度の普通交付税額は９７億６，５９６万７，０００円となります。  １２款、分担金及び負担金は、事業費の補正に合わせまして、それぞれ増減をしております。  次のページお願いいたします。 
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 １４款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目の民生費国庫補助金３，０００万円については、国１００％の補助金で、高齢者が急増する地域の民家を活用して、地域の住民が利用できるカフェテリアを整備する事業への交付金です。  次の１５款、県支出金、２項、県補助金、９目、商工費県補助金２，１２６万円の増額、市町村の観光地などのトイレを改修する経費の２分の１を補助する和歌山おもてなしトイレ大作戦の採択を受けたものでございます。  次の１０目の災害復旧費県補助金６，３６４万７，０００円、愛宕池改修工事の補助金で、補助率は９９．６％になります。  次のページの１７款、寄附金、１項、寄附金、２目、教育費寄附金１１０万円の増額は、那賀ライオンズクラブからクラブ設立５０周年を記念して、教育振興を目的に御寄附をいただいたもので、歳出で同額を補正しております。  １８款、繰入金、１項、特別会計繰入金５６９万５，０００円は、平成２４年度住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算に伴う繰入金です。  ２項、基金繰入金、財政調整基金からの繰入金は、５億５，５８７万５，０００円の減額としています。  １９款、繰越金４億９，８３４万７，０００円の増額、前年度繰越金の確定による増額でございます。  １５ページお願いいたします。  ２０款、諸収入、５項、雑入、１目、雑入２，４７０万１，０００円の増額補正です。平成２４年度一部事務組合会計決算の確定による精算のほか、消防団員等公務災害補償等共済基金から８０万円、１００％の助成金を増額してございます。  続きまして、１６ページお開きください。  歳出については、各費目に職員の人件費、一部事務組合負担金などを減額しておりますが、説明は省略をさせていただきまして、主な事業のみ、御説明させていただきます。  ２款、総務費、１項、総務管理費、９目、交通政策費２，０２９万８，０００円、県の２分の１の補助金、和歌山おもてなしトイレ大作戦事業の採択を受けまして、和歌山電鉄貴志川線大池遊園駅に観光トイレを整備する事業費でございます。  次の１７ページ、基金費２億７，５００万円の増額です。これは、決算剰余金は地方自治法において翌年度の歳入に編入し、その使途について地方財政法第７条で２分の１以上繰上償還もしくは基金に積み立てることとされておりますので、減債基金に積み立てをしております。  続きまして、１９ページお願いいたします。  ３款、民生費、１項、社会福祉費、２目、障害福祉費１８万２，０００円、これは県の難聴児補聴器購入事業の実施に伴い、身体障害者手帳の交付対象とならない１８歳未満の軽度・重度等の難聴児の補聴器の購入を助成する事業でございます。  続いて、２１ページ、お願いいたします。 



平成２５年第３回紀の川市議会定例会会議録（第１号） 平成２５年８月３０日  

－17－ 

 １３目、介護保険費、１９節、補助金補助及び交付金で３，０００万円の増額です。歳入でも申し上げましたが、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金として、国の１００％補助を社会福祉法人一麦会に対して、一般会計を通して交付をするものです。事業内容は、ＪＲ粉河駅東にある古民家、山崎邸を利用し、高齢者の居場所づくりとして、高齢者向け教室、地域住民が利用できるコミュニティカフェ、引きこもり者の就労支援などを行う事業でございます。  次のページお願いします。  ２項、児童福祉費、４目、児童福祉手当費、これは一人親家庭の増加により、受給対象者が増加したための増額です。  ６目、児童福祉施設費ですが、１９節、負担金補助及び交付金のうち、保育士研修費事業補助金３６万円は、県の２分の１の補助を受けまして、私立３保育所の保育士の研修補助金です。また、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金１，２１８万３，０００円は、私立保育所の保育士等の処遇改善を行うための事業で、職員の処遇改善を行うための費用を各保育所からの申請に基づきまして、保育所運営費とは別に各保育所に交付する事業でございます。  次のページお願いします。  ４款、衛生費、１項、保健衛生費、１目、保健衛生総務費、１３節、委託料、小児成育医療支援事業委託料６１万９，０００円の増額です。岩出市と共同で、和歌山県立医大の小児成育医療支援室に委託をしており、平成２４年度委託料精算によるものでございます。  続いて、２５ページをお願いいたします。  ６款、農林業費、１項、農業費、３目、農業振興費７４万円の増額、県の１００％の補助を受けまして、県内の小学校が本市で宿泊体験活動を行う経費として、受け入れ先である紀の川市子ども農山漁村交流受け入れ地域協議会への助成金です。  次の５目、農業経営基盤強化促進対策事業費１，２５３万８，０００円の増額です。認定農業者が主に融資機関からの融資を活用して、農業用機械や施設、土地基盤の整備を行う場合に、融資残の自己負担部分について最大で取得価格の１０分の３の助成を行う事業でございます。  次に、１０目、農業施設整備事業費のうち、１９節 負担金補助及び交付金１９９万５，０００円、農地水共同活動支援負担金、１地域減で２７万４，０００円の減額、農地水向上活動支援交付金、１０地区が新たに追加要望があり、２２６万９，０００円の増額です。  次の１１目、土地改良事業費と１２目、小規模土地改良事業費につきましては、ため池整備等につきまして、国庫補助率や地元分担金についてより有利な事業に振りかえたため、増額及び減額をしております。  続きまして、２９ページをお願いします。  ９款、消防費、１項、消防費、１目、消防総務費、１９節、消防協会負担金として４９万５，０００円の増額です。ことし１１月に、東京ドームで開催される消防団１２０年、
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自治体消防６５周年記念大会への参加負担金です。  ３目、非常備消防費８０万円については、消防団員等公務災害補償等共済基金から１００％の助成金を受けまして、雨がっぱの購入費を計上してございます。  ２９ページから３０ページにかけまして、１０款、教育費の１項、教育総務費、３目、教育諸費４０万円については、那賀ライオンズクラブからの寄附金を活用しまして、子どもたちや地域の方の特殊活動を進めるための経費でございます。  ３項、中学校費、２目の教育振興費１４万５，０００円、県の１００％の補助を活用し、鞆渕中学校で森林学習を行う経費でございます。  次のページの４項、幼稚園費、１目、教育振興費３６８万７，０００円は、文部科学省が示した補助限度額の引き上げ及び年少扶養控除撤廃による影響を受けないよう、できる限り配慮し、補正予算措置を行うものでございます。  次の５項の社会教育費、３目、人権教費３５万円は、那賀ライオンズクラブからの寄附金を活用させていただいて、人権ポスター、人権標語の作品集を作成する経費でございます。  次に、８目の生涯学習施設費４５５万１，０００円の増額、このうち工事請負費については、粉河ふるさとセンター及び貴志川生涯学習センターのトイレ改修工事で、県の２分の１の補助金を使い、和式トイレを洋式トイレ等に改修する工事費でございます。  続いて、３２ページお願いいたします。  ６項の保健体育費、２目、生涯スポーツ振興費３５万円、同じく那賀ライオンズクラブからの寄附金を利用させていただきまして、桃源郷駅伝競走大会の優勝カップ等の購入費でございます。  ３目の体育施設管理費は、和歌山おもてなしトイレ大作戦の２分の１の補助金が活用できるために、財源の振りかえをしております。  最後に、１１款、災害復旧費、１項、農林施設災害復旧費、２目、農業用施設災害復旧費１７８万７，０００円、愛宕池の流木処理等の経費でございます。  以上が、今回の補正の主な内容です。御審議、お願い申し上げます。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第９８号。  建設部長 尾崎好民君。 ○建設部長（尾崎好民君）（登壇） おはようございます。  議案第９８号 平成２５年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について。  地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２５年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について、議会の議決を求めるものでございます。  別冊補正予算書の平成２５年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）の１ページをお開きください。  平成２５年度紀の川市の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に
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定めるところによります。  第１条としまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８８万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５８８万５，０００円とするものでございます。  補正後の歳入歳出の予算の金額は、２ページ、３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。  補正内容につきましては、事項別明細書の６ページにございますように、歳入では４款、繰越金、１項、繰越金での前年度繰越金の額の確定に伴う増額補正の計上でございます。  次に、７ページにございますように、歳出では、１款、土木費、１項、住宅費での一般会計繰出金への増額補正をするものでございます。  以上、御審議、よろしくお願いします。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第９９号から議案第１０１号。  市民部長 北林佳髙君。 ○市民部長（北林佳髙君）（登壇） それでは、私のほうから、議案第９９号から議案第１０１号までの３議案について、御説明申し上げます。  まず、議案第９９号 平成２５年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）について、別冊の予算書で御説明させていただきます。  別冊の予算書、１ページをごらんいただきたいと思います。  今回、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８，５５２万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億５，４５２万８，０００円とするものでございます。  ２として、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。  ２ページ、３ページが、「第１表 歳入歳出補正」でございます。  ６ページをお願いいたします。事項別明細書でございます。  歳入の１款、国民健康保険税では、本算定による調定額の確定により、１目、一般被保険者保険税で２，２３５万５，０００円の増額。  ２目、退職被保険者等保険税で、６５７万円の減額となってございます。  ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、２目、介護納付金負担金、４目、後期高齢者支援金負担金、それから７ページ、２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金、４款、療養給付費等交付金、５款、前期高齢者交付金、６款、県支出金につきましては、歳出の補正に伴う所要の補正でございます。  ９款、繰入金につきましては、国民健康保険事業運営基金から４，１７６万円の繰り入れを行ってございます。  ８ページをお願いいたします。  １０款、繰越金、１項、１目、療養給付費交付金繰越金２，４６８万１，０００円につ
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きましては、退職者医療療養給付費等交付金の精算による繰越金でございます。  ２目、その他繰越金につきましては、繰越金３，１２０万６，０００円は、前年度の決算に伴います繰越金の補正でございます。  次に、９ページをお願いいたします。  歳出について、御説明いたします。  ３款、後期高齢者支援金等、次の１０ページ、４款、前期高齢者納付金等、６款、介護納付金は、本年度の支援金、納付金が確定されたことに伴い、所要の補正をお願いするものであります。  １１款、諸支出金は、平成２４年度療養給付費等に係る国庫負担金６，１０３万２，０００円、社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費等交付金２，４６８万２，０００円の超過交付が発生したことにより、返還措置を講ずる補正をお願いするものでございます。  続きまして、議案第１００号 平成２５年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第１号）について、御説明させていただきます。  別冊の補正予算書をお願いいたします。１ページでございます。  今回、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０８万８，０８３万５，０００円とするものでございます。  ２、補正後の款項の区分ごとの金額並びに歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。  ２ページ、３ページが歳入歳出予算補正でございます。  次に、事項別明細書をお願いいたします。  ６ページでございます。  歳入の３款、繰入金につきましては、一般会計繰入金１６万５，０００円の減額となってございます。  歳出でございますが、３ページ、１款、施設費で１６万５，０００円の減額をするもので、職員の給与削減による予算を減額するものでございます。  続きまして、議案第１０１号 平成２５年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、御説明いたします。  別冊の補正予算書を、１ページをお願いいたします。  今回、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４４万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９，５４４万４，０００円とするものでございます。  ２、補正後の款項の区分ごとの金額並びに歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」よるところでございます。  ２ページ、３ページが、歳入歳出予算補正でございます。  次に、６ページをお願いいたします。 
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 歳入につきましては、繰越金２４４万４，０００円の増額。  ３ページの歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金２４４万４，０００円を増額するもので、前年度繰越金に伴う納付金の確定による所要の補正でございます。  以上、議案第９９号から議案第１０１号までの３議案の説明でございます。御審議の上、御可決賜りまようよろしくお願いいたします。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第１０２号。  保健福祉部長 服部恒幸君。 ○保健福祉部長（服部恒幸君）（登壇） それでは、議案書３４ページ。  議案第１０２号 平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）について、御説明いたします。  別冊の補正予算書１ページをお願いいたします。  平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次の定めるところによる。  今回の補正は、第１条のとおり、歳入歳出の総額にそれぞれ２，５７５万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億４，３７５万２，０００円とするものでございます。  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、２ページ以降の「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。  また、第２条、債務負担行為につきましては、本年度から来年度にかけ、第６期平成２７年から平成２９年、同介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定に取りかかるため、お願いするものでございます。  補正の主な内容は、平成２５年度よりスタートしました地域包括支援センターの市直営化に伴う職員の異動、またセンター上に必要な専門職員の導入に伴う補正並びに平成２４年度の介護給付費、地域支援事業費の精算に伴う国庫・県支払基金交付金の返還金であります。なお、財源につきましては、介護保険会計運用により職員の異動及び専門職は制度内の財源充当を、返還金につきましては、平成２４年度の繰越金の充当による予算措置をお願いするものでございます。  以上、御審議、よろしくお願いいたします。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第１０３号から議案第１０５号。  建設部長 尾崎好民君。 ○建設部長（尾崎好民君）（登壇） 議案第１０３号から議案第１０５号までの３議案について、説明いたします。  まず、議案第１０３号について、御説明します。  別冊補正予算書の平成２５年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について。 
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 補正予算書の１ページをごらん願います。  第１条として、予算額から歳入歳出それぞれ１，７９１万８，０００円を減額し、歳入歳出それぞれ１６億４，６０８万２，０００円とするものでございます。  補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。  補正内容につきましては、事項別明細書の６ページにございますように、歳入では６款、繰入金、１項、一般会計繰入金の減額補正と、７款、繰越金、１項、繰越金の確定による増額補正を計上してございます。  次に、７ページの歳出でございますが、１款、総務費、２款、事業費については、４月の人事異動により職員の給与等を増額させていただきます。  ３款、公債費、１項、公債費につきましては、平成２４年度に借り入れた起債額及び利率の変更に伴う減額補正の計上でございます。  続きまして、議案第１０４号について、御説明いたします。  別冊補正予算書の平成２５年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について。  補正予算書の１ページをごらん願います。  第１条として、予算総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入歳出それぞれ５，２９９万９，０００円とするものです。  補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ、３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。  補正内容につきましては、事項別明細書の６ページにございますように、歳入では、４款、繰入金、１項、一般会計繰入金の減額補正と、５款、繰越金、１項、繰越金の確定による増額補正を計上してございます。  次に、７ページの歳出でございますが、３款予備費、１項、予備費の減額補正の計上でございます  続きまして、議案第１０５号について、御説明いたします。  別冊補正予算書の平成２５年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について。  補正予算書の１ページをごらん願います。  第１条として、予算総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入歳出それぞれ３，４１９万９，０００円とするもので、補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ、３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりです。  補正内容につきましては、事項別明細書６ページの歳入の４款、繰入金、１項、一般会計繰入金の減額補正と、５款、繰越金、１項、繰越金の確定による増額補正を計上してございます。  次に、７ページの歳出でございますが、３款、予備費、１項、予備費の減額補正を計上
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してございます。  以上、３議案について、審議よろしくお願いします。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第１０６号。  水道部長 上 始君。 ○水道部長（上  始君）（登壇） それでは、議案第１０６号 平成２５年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。  別冊の簡易水道事業特別会計補正予算書の１ページをお開きください。  第１条として、予算の総額から歳入歳出それぞれ９４１万６，０００円を減額し、歳入歳出それぞれ６億２，０５８万４，０００円に補正をお願いするものでございます。  補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページの「第１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。  補正の内容につきましては、４ページをお開きください。  まず、補正予算事項別明細書の歳入ですが、５款、繰入金の減額につきましては、前年度繰越金の確定並びに歳出の減額に伴い、一般会計繰入金の調整を行うものでございます。  ６款、繰越金の増額は、前年度決算の確定によるものです。  ５ページをごらんください。  歳出ですが、１款、衛生費につきましては、人事異動及び給与削減に伴い、人件費の減額を行うものでございます。  ２款、公債費につきましては、平成２４年度の起債借入額並びに借り入れ条件の確定に伴い、長期債の元金及び利子の減額補正をお願いするものでございます。  以上で、説明を終わらせていただきます。御審議、よろしくお願いいたします。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第１０７号から議案第１１７号。  農林商工部長 歌 英樹君。 ○農林商工部長（歌 英樹君）（登壇） それでは、私のほうから、議案書３９ページの議案第１０７号 平成２５年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）から議案書４９ページの議案第１１７号 平成２５年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第１号）についての１１議案について、御説明申し上げます。  本１１議案につきましては、一括して御説明させていただきます。  別冊で添付しております各補正予算書にございますように、池田財産区、田中財産区特別会計を除く９財産区特別会計につきましては、前年度決算における繰越金の補正に伴い、歳入で財政調整基金繰入金を減額し、歳出で財政調整基金積立金及び予備費でそれぞれ予算調整を図ったものでございます。  また、議案第１０７号 紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）におきましては、前年度の決算の調製を図ったほか、歳出において、工事請負費で作業道の整備のための費用を増額しております。  次に、議案第１０８号 紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第１号）におきまして



平成２５年第３回紀の川市議会定例会会議録（第１号） 平成２５年８月３０日  

－24－ 

も、前年度の決算調製を図ったほか、歳出において、賃金で地籍調査に伴う作業員賃金の減額と工事請負費で支障木の伐採費用を計上しております。  補正額につきましては、それぞれの補正予算書の第１表に、またその詳細につきましては、附属する説明書にそれぞれ示してございますので、ごらんおきいただきますようお願いいたします。  以上、１１議案につきまして、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（西川泰弘君） 次に、議案第１１８号、議案第１１９号。  水道部長 上 始君。 ○水道部長（上  始君）（登壇） それでは、議案第１１８号及び議案第１１９号の２議案について、御説明申し上げます。  別冊の水道事業会計補正予算書の１ページをお開きください  議案第１１８号 平成２５年度紀の川市水道事業会計補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。  第２条の収益的支出につきましては、支出の予定額を１，１８５万１，０００円の増額補正をお願いするものでございます。  補正内容は、１款、１項、営業費用は、人事異動による２名の人件費の増額と給与削減に伴う人件費の減額を行うものでありますが、合計額としては増額であります。  １款、２項、営業外費用は、平成２４年度の企業債借入額並びに借り入れ条件の確定に伴い、企業債利息の減額補正をお願いするものでございます。  続きまして、議案第１１９号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。  別冊の工業用水道事業会計補正予算書の１ページをお開きください。  第２条の収益的支出につきましては、支出の予定額を５万円減額補正をお願いするものでございます。  補正内容は、１款、１項、営業費用は、給与削減に伴い、人件費の減額補正をお願いするものであります。  以上で、説明を終わらせていただきます。御審議、よろしくお願いいたします。 ○議長（西川泰弘君） ほかに、補足説明はございませんか。 〔「補足説明なし」という者あり〕 ○議長（西川泰弘君） なければ、ただいま提案理由の説明がありました議件のうち、議案第７３号から議案第９６号までの平成２４年度各会計決算について、監査委員よりそれぞれ決算審査意見書が提出されており、本日、代表監査委員に出席を求めていますので、監査報告をしていただきます。  代表監査委員 片山義孝君。 ○代表監査委員（片山義孝君） おはようございます。監査委員の片山義孝です。 
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 監査委員を代表いたしまして、平成２４年度の決算審査の結果について、御報告申し上げます。  去る８月５日から４日間、監査委員の岡田さん、杉原さんと３名で、紀の川市長より審査に付されました平成２４年度の紀の川市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及び基金の運用状況、また平成２４年度紀の川市公営企業会計、すなわち水道事業会計と工業用水道事業会計の決算審査、さらに財政の健全化及び公営企業の経営健全化の審査を行ったところ、審査に付された各会計歳入歳出決算書、同じく事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、関係諸帳簿、その他証書類と照合した結果、違法並びに錯誤を認めるその計数等は符合して正確であり、予算の執行及び関連する事務処理は適正に行われておりましたので、ここに御報告申し上げます。  さらに、これらの決算審査とあわせて、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されており、健全化判断比率及び資金不足比率においては、全て早期健全化基準及び経営健全化基準を大きく下回り、本市の財政状況は良好な状態にあると認められます。  なお、各会計歳入歳出決算の状況並びにこれらについての審査に関する結果と審査意見書は、さきにお配りをいたしております３部の小冊子にまとめさせていただいておりますので、御高覧いただきますようにお願いいたします。  さて、平成２４年度は、当市の財政規模は前年度よりも大きくなっており、その要因として、歳入については、庁舎建設基金の取り崩しによる基金繰入金の増加によるものであります。  歳出については、新庁舎建設工事、粉河中学校移転改築工事等の普通建設事業費の増加によるものでした。また、自主財源の根幹をなす市税については、法人税の減少や評価がえに伴う固定資産税の減少により、前年度より約２億円の減額という決算状況でありました。  我が国の景気は、デフレから脱却しながら持ち直してきていると言われておりますものの、地方へ十分に波及しているとは言いがたく、ＴＰＰへの参加問題、原子力発電問題等先行きは依然として不透明な状況であります。今後とも、厳しい財政状況が予想されます。  そのため、自主財源の確保の努力を怠ることなく、市民ニーズを十分に検討した上で、実施事業の有効性をあらゆる面から検証し、限られた財源の中で効率化を進め、自主性・自立性の高い財政運営の実現を期待いたします。  以上が、平成２４年度各会計の決算審査と財政の健全化及び公営企業の経営健全化の審査結果についての監査委員の意見といたします。  以上です。ありがとうございます。 ○議長（西川泰弘君） 監査報告、ありがとうございました。  以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。  お諮りいたします。 
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 ただいま議題となっております日程第５のうち、諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦については、人事に関する案件でありますので、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託、討論を省略し、本日直ちに質疑、採決まで行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」という者あり〕 ○議長（西川泰弘君） 異議なしと認めます。  したがって、諮問第６号については、本日直ちに質疑、採決まで行うことに決しました。  これより、諮問第６号 人権擁護委員候補者の推薦についてに対する質疑を行います。  質疑、ありませんか。 〔「質疑なし」という者あり〕 ○議長（西川泰弘君） 質疑なしと認めます。  それでは、質疑を終結します。  これより、採決を行います。  お諮りいたします。  諮問第６号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」という者あり〕 ○議長（西川泰弘君） 異議なしと認めます。  したがって、諮問第６号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。  これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしましたので、これにて散会いたします。  あすから９月２日までは議案精査ため休会とし、９月３日火曜日、午前９時３０分より再開いたします。  御苦さんでした。 （散会 午前１０時５９分）    


